
                               

                               

                               

                               

                               

1本の紐や糸を結んで輪を作り、手足を使

って色々な形を作っていく遊び。 

山形の昔ながらの遊び「あやとり」

Ｎｏ．３９３

平成２６年 

４月１１日号 広  報 

 

 

 

 

 

 

 
 
▼対 象／町内の小学３～６年生 

（１年間を通して練習に参加できる方など） 

▼定 員／20 名程度 

▼会 費／1,000 円（傷害保険料 他） 

▼指導者／舟形町陸上協会 

▼活動内容／ 

・練習日…毎週月・水曜日 

 午後７時～８時１５分 

・場 所…舟形中学校グラウンド 他 

▼〆 切／５月 16 日（金） 

▼申込み・問い合わせ／ 

  舟形町 B&G センター 

   ☎（３２）３５０１ 

 舟形町内の小学生の体力向上と、長距離選

手の育成を図る「舟形 Jr.ランニングクラブ」

の会員を募集します。 

 体力の向上と走力をつけ、速くなろう！ 

 
 町では、ごみの減量化と資源の再生利用を促進するため、集団資源回収を 

年３回以上実施する団体に、回収量に応じて補助金を交付しています。 

 希望する団体は６月２７日（金）まで登録をお願いします。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 ☎（３２）２１１１（内線３５５） 

 

 

 

 
 
 加入中の健康保険を切り替えた方は、必ず役場へ届

出が必要です。保険料の2重払いにもなりますので、

届出は忘れずにお願いします。 

 

 ●国保から社保へ切り替わった方へ 
  会社へ勤務し社会保険に加入した方、社会保険に

加入している家族の扶養になる方など 

▼持ち物／加入された「社会保険証」、印鑑 
 

 ●社保から国保へ切り替わった方へ 
  お勤めの会社を辞められた方、社会保険の任意継

続が終了する方など 

▼持ち物／会社から届く「被保険者資格等喪失 

連絡票」、印鑑 
 
 ●問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

        ☎（３２）２１１１（内線３３６）
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▼
期
日
／
10
月
12
日
（
日
） 

▼
場
所
／
遊
学
の
森
（
金
山
町
） 

▼
〆
切
／
５
月
30
日
（
金
） 

▼
そ
の
他
／
応
募
多
数
あ
っ
た

場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
産
業
振
興
課
農
政
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
422
） 

  

働
き
な
が
ら
学
ぶ 

農
業
入
門
講
座 

 

稲
作
・
果
樹
・
野
菜
栽
培
の
基

礎
を
夜
間
に
学
ぶ
講
座
で
す
。 

▼
開
催
講
座
／ 

稲
作
・
果
樹
・
野
菜
の
３
コ
ー
ス 

▼
開
催
回
数
／
６
～
９
回 

※
各
回
：
午
後
６
時
30
分
～
９
時 

▼
場
所
／
天
童
市
民
文
化
会
館 

▼
定
員
／
50
名
（
稲
作
30
名
） 

▼
受
講
料
／
無
料 

▼
〆
切
／
５
月
１
日
（
木
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
農
業
大
学
校
研
修
部 

☎
（
22
）
８
７
９
４ 

 

 

危
険
物
取
扱
者
・
消
防
設
備
士 

免
状
の
写
真
更
新
に
つ
い
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危
険
物
取
扱
者
・
消
防
設
備
士

の
義
務
と
し
て
、
消
防
法
令
で
は
、

免
状
交
付
の
日
か
ら
10
年
以
内

毎
に
写
真
の
書
換
え
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
規
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。
速
や
か
に
手
続
き
を 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー 

山
形
県
支
部 

☎
０
２
３
（
６
３
１
）
０
７
６
１ 

 

県
立
農
業
大
学
校
園
芸
教
室 

受
講
生
募
集 

  

基
礎
的
な
園
芸
の
知
識
と
農
作
業

に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

▼
期
間
／
５
月
16
日
（
金
）
か
ら

４
回
（
１
回
２
時
間
） 

▼
場
所
／
県
立
農
業
大
学
校 

▼
開
催
講
座
／
野
菜
・
花
き
コ
ー
ス 

▼
定
員
／
各
30
名 

▼
受
講
料
／
無
料 

▼
〆
切
／
５
月
１
日
（
木
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
農
業
大
学
校
研
修
部 

☎
（
22
）
８
７
９
４ 

 

                                  

                                  

                                  

国民年金は２０～５９歳までの全ての方が加入する制度です。手続きを忘れると、将来受け取る年

金額が少なくなったり、受け取れなくなったりすることもあります。次のような時は手続きを行なっ

てください。 

◆20歳になった時 

農業、自営業、学生など厚生年金に加入していない

方が20歳になった時。 

◆会社等に就職した時 

国民年金に加入している方が会社等に就職し、厚生

年金に加入した時。配偶者が会社員等の被扶養配偶

者になった時も同じです。 
◆引越しをした時 

国民年金に加入している方が引越などで住所を異

動した時。 

◆被扶養配偶者の収入が増えた時 

被扶養配偶者の年間収入が１３０万円を超えた時。

※被扶養配偶者になることはできません。 

◆会社等を退職した時 

会社等を退職し、厚生年金から外れた時。配偶者が

会社員等の被扶養配偶者から外れた時も同じです。

学生納付特例制度により、平成25年度に保険料納付を猶予されている方で、平成26年度も引

き続き在学予定の方へ、3月下旬に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請

書が送付されています。 

同一の学校に在学している方は、そのハガキに必要事項を記入し返送していただくことにより、

平成26年度の申請ができます。なお、平成26年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納

付を希望される場合は、納付書を送付いたしますので、新庄年金事務所にご連絡ください。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

      ☎（３２）２１１１（内線３３６） 

▼問い合わせ／新庄年金事務所 ☎（22）2050 



 
16
ミ
リ
映
写
機 

操
作
講
習
会
の
ご
案
内 

 

▼
日
時
／
５
月
20
日
（
火
）、 

７
月
29
日
（
火
） 

午
後
２
時
～
４
時
30
分 

▼
場
所
／ 

最
上
広
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

▼
内
容
／
16
ミ
リ
映
写
機
操
作 

▼
対
象
／
高
校
生
以
上
の
最
上

地
域
在
住
ま
た
は
勤
務
す
る
方 

▼
費
用
／
無
料 

▼
〆
切
／
５
月
２
日
（
金
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
広
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

☎
（
22
）
１
０
３
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個人保証なしで金融機関から融資を受け

たり、事業が破たんしても一定の生活費等

を残すことができるルールができました。 
 
①法人と個人の資産・経理が明確に分離している場

合、個人保証が不要 
 
②多額の個人保証を行なっていても、経営に行き詰

る前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定

の生活費等が残る事を定める「経営者保証に関する

ガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導のもと策

定 
 
金融機関と相談したい方は、問い合わせください。
 
▼問い合わせ／中小企業基盤整備機構東北本部 

☎022（716）1751 

個人住民税の均等割が全国的に、年間1,000円（県民税500円、町民税500円）引き上げられます。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係

る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、緊急防災事業の財源に充てられます。 

▼実施期間／平成２６年度から平成３５年度までの１０年間 

地方税法第415・416条の規定により、平成26年度の固定資産税課税台帳を次の期間縦覧します。 

▼縦覧期間／４月１日（火）～５月３０日（金）※土日祝日を除く 

▼時  間／午前９時～午後４時 

▼そ の 他／適正な課税には万全を期していますが、万が一誤りなどある場合は、この期 

間中に訂正します。 

●建物を新築、増築、取り壊した際や所有者に変更があった場合には連絡をお願いします。

特に、未登記建物を取り壊した場合には連絡がないと課税されてしまう場合があります。 

 身体障がい者等が所有する軽自動車で、本人または同居する家族が運転する場合は、障がいの程度に

より、軽自動車税が減免されます。ただし、申請が必要です。※自動車税と併せての減免はできません。

▼〆  切／４月２３日（水） 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課税務班 ☎（３２）２１１１（内線３９２） 

 

 
 
 地方自治法施行６０周年記念千円銀貨幣（山形県

分）の貨幣１枚を収納したプルーフ貨幣セットの通信

販売を行います。ハガキでお申し込みください。 

▼〆 切／4月24日（木）（消印有効） 

▼販売数／100,000セット ▼価格／6,171～8,021円

▼問い合わせ／造幣局お客様サービスセンター 

           ☎0570（01）2626 



                               

                               

                               

                               

                               

 平成２６年４月からの消費税引き上げに伴い、介護報酬の改定が行われます。平成２６年４月以降の介

護サービス提供分につきましては、改定後の単位数で介護報酬が算定されます。 

 また、介護報酬の改定に合わせて、４月から要介護度に応じた１ヵ月当たりの支給限度額（区分支給限

度基準額）が変更になります。 

●介護保険被保険者証の取扱いについて 

●介護報酬改定に伴う事業所の手続きについて 

●福祉用具、住宅改修費について 

 区分支給限度基準額について、介護保険被保険者証に記載がありますが、消費税引き上げに伴う区分支

給限度基準額の変更による差替えは行いません。発行済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限

度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えていただくようお願いします。 

 介護報酬改定の内容は、平成２６年３月１２日付官報で告示されました。利用料が変更となりますので、

重要事項説明書等の変更を行なってください。利用者負担額も変更となることから、利用者・利用者家族

等に対して十分な説明を行い、確認の同意をもらってください。 

福祉用具購入費、住宅改修費につきましては、支給限度額の変更はありません。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 ☎（３２）２１１１（内線３５４・３５５） 

 

 ７０歳から７４歳の方の窓口負担は法律上２割となっていますが、特定措置としてこれまで１割負担と

されていました。この特例措置により、７０歳から７４歳の方の負担が、前後の世代の方と比べ低くなる

という状況があり、より公平な仕組みとするために２割負担に見直されることになりました。 

・・・ 平成２６年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える方 
（誕生日が昭和１９年４月２日以降の方） 

・・・ ７０歳の誕生月の翌月から 
（各月１日が誕生日の方はその月から） 

※一定の所得がある方は、これまでどおり３割負担です。 

 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 ☎（３２）２１１１（内線３３５） 



舟形町賃借料情報 （実勢賃借料）

舟形町農業委員会
平成２６年 ３ 月２５日

１．田（水稲）の部

平均額 最高額 最低額 データ数 備考

11,000 14,000 9,000 24

10,000 12,000 5,000 170

9,000 11,000 3,000 80

7,000 9,000 5,000 19

------- ------- ------- -------

------- ------- ------- -------

9,600 ------- ------- 293

２．畑（普通畑）の部

平均額 最高額 最低額 データ数 備考

１級地 熟　畑 ------- ------- ------- -------

２級地 普通畑 ------- ------- ------- -------

３級地 山畑･荒瀬 ------- ------- ------- -------

------- ------- ------- -------

※１　データ数は集計に用いた筆数です。

※２　金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

※３　物納については、11,000円/60Kgで換算しています。

※５　この賃借料情報は、農地法５２条に基づき毎年公表するものです。

（参考）舟形町平均

※４　「（参考）舟形町平均」の平均額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数に
        より加重平均した値です。

４　　級　　地

５　　級　　地

６　　級　　地

（参考）舟形町平均

※田（水稲）の部の農地区分は、舟形町賃借料情報（実勢賃借料）農地区分になります。

農地区分

　平成21年12月の農地法が改正に伴い、標準小作料制度が廃止になりました。そのため、
農業委員会が提供する実勢の賃借料情報を参考に、貸し手、借り手の間の合意で決定される
仕組みに変わります。
　舟形町では、標準小作料と同じ農地区分毎に集計しています。今後、これを新たな賃借料
の目安としてください。

　平成2５年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準は(10a当た
り）は、以下の通りとなっております。

農　地　区　分

１　　級　　地

２　　級　　地

３　　級　　地



 

舟形町賃貸料情報（実勢賃貸料）農地区分（田） 

 
 

 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
旧 
 
 
 
 
 
舟 
 
 
 
 
 
形 
 
 
 
 
 
村 

 

 

長 

沢 

地 

区 

関 田・中 袋 幅 ・栩ノ瀬 

経壇原・大谷前 

法田林・平 石 

中ノ山・ヘグリ 

千 鳥・長 沢 

 十二川原 

  野 ・平 沢 

 長 尾・向 原 

 長沢目・内 山 

 大 平・鼠 沢 

 野 田・下平沢 

 長沢裏ノ山 

 長尾前 

 スルス沢 

 檜 原・老ノ沢 

 九郎沢・小松倉 

 小平根・下久保 

 山 田・山田沢 

 二 又・沢 口 

 堀ノ内・小田沢 

 大平沢・小角沢 

 鼠沢国有林 

  荒 沢・舞台座 

 熊ノ沢・滝ノ沢 

 カド沢・長沢山 

 

 

舟 

形 

地 

区 

西ノ前・向 屋  ハリヨ・一の関 

 野々田・道 袋 

 向 山・沖ノ原 

 仲ノ原・大森沢 

 舟 形・清水欠 

 小 松・悪 戸 

 山神沢・千鳥袋 

 宮 田 

 上屋敷・野 田 

 狐 沢・平 沢 

 上野田・平 林 

 裏ノ山・柏木山 

 鼠 沢・紫 山 

 十二川原 

 紫山外１ 

 木友沢口 

 屋敷野・元屋敷 

 大 堀 

 木友沢  

 

 

富 

長 

地 

区 

 富 田・清水川 

 内 江・矢 弓 

 原 田・白 山 

 海藤川原 

 福寿野・向 野 

 福 地・小 松 

 太郎野・七折沢 

 絹 縫 

 長者原・根 渡 

 小屋坪・二ノ台 

 ヒカネ・折 渡 

 原田山・赤 松 

 山中開田 

 アケビ沢 

 檜原台 

 ホーヤ沢 

 高倉山・湯ノ入 

 葉ノ木沢 

 兎 沢・檜原沢 

 小屋坪沢 

 南 沢・我防沢 

 角沢南・南 野 

 土 巻 

 
 
旧 
 
 
堀 
 
 
内 
 
 
村 

 

 

堀 

内 

地 

区 

 杭積場・馬 形  堀 内・萩 台 

 荒中沢台 

 洲崎平・瀬脇向 

 真木野・洲 崎 

 ユスナゴ 

 荒中沢 

 松 山・砂 田 

 一本木・一ノ代 

 ニノ代・違 田 

 高ノ崖・上 野 

 実栗屋・立子原 

 瀬 脇・才ノ神 

 コブシ・横 沢 

 山 家・大 里 

 谷地結縄 

 谷 地・山 袖 

 川 原・松 下 

 コゴミヤ 

 西 又・中 村 

 堂ヶ沢・松 橋 

 南 窪・荒 田 

 立 子・菰土沢 

 真木野山際 

 簗 場 

 内子落合 

 前山手代森 

 松橋前山 

 シカケ沢 

 原 下・内 子 

 後 山・澤 内 

 萱 場 

 分 米・立子沢 

 ユカエ越 

 大 沢・西ノ沢 

 赤 沢・小豆沢 

 熊ノ沢・黒 森 

 駒ノカチ 

 松根沢 

 好兵エ沢 

 

 

 



平成26年3月25日開催の農業委員会総会において、平成26年4月1日から農作業賃金の目安となる基準額を改定しました。 

 

平成２６年度農作業基準賃金表 
 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

   区   分   単 位   金  額           備         考 

 
人 

 
力 

 農 作 業 ８時間当り 

６,０００～ 

８,０００円

１．食事なし。 
２．農作業の中には、田植え、稲刈りを含む。  
３．実労働８時間を基準とする。 
４．軽作業の場合については両者の話し合いによること。 
５．残業したときは、割り増し賃金を支給する。  オ ペ レ ー タ      〃 ９,０００円

 
 
 
 
 
 
 
動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
力 

 耕 起 （ 田 ） １０ａ当り ６,０００円  未整理田・湿田については１割増し。 

 耕 起 （ 畑 ）      〃 １０,０００円

 代  掻  き      〃 ７,０００円  未整理田については１割増し。 

 機 械 田 植 え      〃 ６,６００円  未整理田については１割増し。 

 側 条 田 植 え      〃 ７,７００円  未整理田については１割増し。肥料代は別途 

 液 剤 散 布      〃 １,７００円  薬剤は別途。 

 粒 剤 散 布      〃 ９００円  薬剤は別途。 

 粉 剤 散 布      〃 ８００円  薬剤は別途。 

 バ イ ン ダ ー      〃 ７,０００円  未整理田・湿田については１割増し。（刈り倒し） 

 ハ ー ベ ス タ      〃 ８,０００円  籾運搬は別途。 

 コ ン バ イ ン      〃 
１８,７００円

 未整理田・湿田については１割増し。 
 角刈りについては委託者側とする。 

 畦 畔 塗 り １ｍ当り ６０円  片側 

 生 籾 乾 燥 ６０㎏当り 
１,３００円

 もちの乾燥は２割増し。 
 水分25％以上については１割増し。 

 仕 上 げ 乾 燥      〃 ７００円  もちの乾燥は２割増し。 

 籾  摺  調  整      〃 ７００円

 精     米      〃 ６００円

作 
業 
委 
託 

耕起･代かき １０ａ当り １２,０００円

耕起・代かき・田植      〃 １８,０００円

刈取・生籾乾・調整      〃 ３３,０００円

   育     苗 箱 当 り ６５０円  種籾込み、運搬代、箱処理薬剤代は別途 
 
 
備  考 
 
 １．耕地の遠近・分散・作業の難易ぬかるみ田、未整理田・運搬経費等特殊事情のある場合は、両者の話し合いによること。 
  ２. 運搬作業で車等を利用する場合は、両者の話し合いによること。 
  ３. 整理田とは区形で１枚おおむね２０ａ以上であること。特殊な場合は両者の話し合いによること。 
  ４. 委託者は、作溝中干しを実施し圃場の条件整備に努めること。 
 
 
                                       
 

  ◎農地法に関する許可申請は、毎月１０日が締切日です。 
  ◎農地の無断転用は法により罰せられる場合があります。 

舟 形 町 
舟 形 町 農 業 委 員 会 

  

 



保健センターだより        
 

◆乳幼児健診◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期  日 健 診 名 対象年齢 時  間 集合場所 持ち物 

５月 14 日（水） 

２歳６ヵ月児健診 平成 23 年９～11 月生 
午後１時～ 

保健センター１階 
母子手帳 
アンケート票 
歯の健康手帳 

１歳児健診 平成 25 年４月生 

保健センター2 階 

母子手帳 
フッ素塗布申込書 

歯科検診 
フッ素塗布 

平成 23 年３～８月生 午後１時 30 分～ 
歯の健康手帳 
仕上げ磨き用歯ブラシ 

５月 21 日（水） 

３歳児健診 
平成 22 年 12 月、 
平成 23 年１・２月生 

午後０時 50 分～ 保健センター１階 
母子手帳
問診票、採尿 
歯の健康手帳 

歯科検診 
フッ素塗布 

平成 22 年９～11 月、 
平成 24 年 12 月生 

午後１時 30 分～ 保健センター２階 
歯の健康手帳 
仕上げ磨き用歯ブラシ 

保健事業のお知らせ（平成２６年５月分） 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班  ☎（３２）２１１１（内線３５３） 

◆ 人間ドック ◆ 

▼期 日／５月２７日（火） 

▼対 象／長尾、内山の方 

▼場 所／最上検診センター 

▼受 付／午前６時 50 分～７時 30 分 

※女性から先に受付となります。 

◆ 地域検診 ◆ 

▼期 日／５月１６日(金) 

▼対 象／舟形地区の方 

▼場 所／舟形町保健センター 

▼受 付／①午前７時 30 分～８時 30 分 

②午前８時 30 分～９時 30 分 

※検診内容によって異なります。 

◆ 呼吸器検診 ◆    ▼期 日／５月 16 日(金)   ▼対 象／舟形地区の方       ※詳しくは別途通知します。 

定期健康相談 

５月７日（水）、５月 19 日（月）  
 

母子健康手帳の交付、一般健康相談（血
圧測定、健診結果について）など。指定日
に都合の悪い方は事前にご連絡ください。 
 
★税務福祉課の③窓口にお越しください。 
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